
 
令和元年１２月２０日 版 

※本手引きは予告なく修正されることがありますので、 

                                                             必ず HP に掲載されている最新版をご確認ください。 

 

－生産性向上特別措置法－ 

「革新的データ産業活用計画」認定申請のご利用の手引き 
 
 

目次 
１．革新的データ産業活用計画の概要 ................................................................................................................ 2 
（１）制度の概要 ............................................................................................................................................. 2 
（２）制度利用のポイント .............................................................................................................................. 2 
（３）本制度の対象となりうる事業者 ............................................................................................................ 3 
（４）税制措置適用の流れ .............................................................................................................................. 4 

２．手続き方法 .................................................................................................................................................... 6 
（１）申請書の策定 ......................................................................................................................................... 6 
（２）事前相談・申請 ...................................................................................................................................... 6 
（３）個人情報保護委員会への協議 ................................................................................................................ 7 
（４）変更申請................................................................................................................................................. 8 
（５）実施状況報告 ......................................................................................................................................... 8 

３．事前相談窓口・申請書提出先 ....................................................................................................................... 9 
４．申請書の記載方法 ....................................................................................................................................... 12 
参考１．各種様式の記載例 ................................................................................................................................ 28 
（１）申請書（様式第１９「５_革新的データ産業活用の内容・実施時期」）記載例 ................................. 28 
【類型１】（他社及び個人から得たデータを利活用する場合） ................................................................ 28 
【類型２】（センサーデータ等を利活用する場合） .................................................................................. 29 
【類型３】（事業所間・グループ企業間で重要データを利活用する場合） .............................................. 30 

（２）計画概要資料（事業者作成用）記載例 ............................................................................................... 31 
（３）実施状況報告（様式第４５）記載例 ................................................................................................... 32 

参考２．Ｑ＆Ａ .................................................................................................................................................. 33 
 

 
  



2 
 

１．革新的データ産業活用計画の概要 

（１）制度の概要 
  「革新的データ産業活用計画」は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用
に必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入などにより短期間で生産性の向上を図ることを目
的として策定するものです。 
当該計画について、税制要件も含めて主務大臣の認定を受けた場合、計画に基づいて実施される設備投

資について、税制の支援を受けることができます（適用対象は 2021年 3月末までに取得し事業の用に供
した設備等。ただし、2020年 3月末までに認定を受けた計画に限ります。）。 

 

 
（２）制度利用のポイント 
 【ポイント１】計画実行のための支援措置（税制措置）をご用意 

認定計画に基づき取得した一定の設備について、法人税等の特例措置を受けることができます。 
 

【ポイント２】業種・資本金規模による活用制限なし 
本制度の税制措置は、要件を満たせば業種及び資本金規模を問わず、幅広くご活用いただけます。 
 

（注１）大企業等は、以下のいずれにも該当しない場合（その事業年度の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である場合等を除く。）

には、本税制による税額控除の規定を適用しないこととされています。 

    a）継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること。 

    b）国内設備投資額が当期償却費総額の 10％を超えること。 

   （注２）本税制措置の対象資産には一部例外がございます。（主に試験研究の用に供するものや、ソフトウェア業、情報処理サービス業、

インターネット付随サービス業の事業の用に供する資産等は税制措置の対象外となります。） 

 

なお、詳細については租税特別措置法や本資料の Q&Aをご確認ください。 
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（３）本制度の対象となりうる事業者 
・本制度は、新たにデータ利活用を行い、生産性向上を目指す事業者の取組を広く支援することを目的と
したものであり、「革新的データ産業活用に関する指針」（平成３０年総務省・経済産業省告示。以下「活
用指針」という。）の「第一 革新的データ産業活用の方法、データの安全管理の方法その他革新的デ
ータ産業活用に関する事項」に定める要件等を満たすことで、認定を受けることができます。 

 
具体的には、下記のいずれかに該当する投資計画をお考えの方は本制度の対象となる可能性がありま
す。該当する場合には、本社所在地を管轄する総合通信局または経済産業局にご相談ください。 
 

● 顧客・取引先等の外部からのデータを新たに利活用する場合 
● センサーデータ等を新たに利活用する場合 
● 距離的に離れた事業所間・グループ内企業間で重要データを利活用する場合 
※なお、いずれもデータを連携するだけではなく、連携したデータの分析および 
生産活動・経済活動への反映が必要となります。 

 
 
・併せて、「生産性向上特別措置法第２９条の規定に基づく生産性の向上に特に資するものとして主務大
臣が定める基準」（平成３０年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済
産業省・国土交通省・環境省告示）に定める要件等を満たすことにより、税制措置を受けることができ
ます。 

・なお、特定革新的データ産業活用を行おうとする事業者においても、活用指針に定める「重点的に実施
すべき分野」に限らず、幅広く、協調領域におけるデータの利活用等に努めるものについて、認定を行
います（なお、国の機関等の保有するデータの提供を求めるに当たっては、別途、データの安全管理に
関する確認を受ける必要があります。）。 

 
【特定革新的データ産業活用に関する事項に関する問い合わせ】 
経済産業省商務情報政策局情報経済課 TEL：03-3501-0397 

  



4 
 

（４）税制措置適用の流れ 
 

 

 
 

 申請書（革新的データ産業活用計画）の策定 
・申請される事業者は、様式第１９「革新的データ産業活用計画の認定申請書」（以下、「申請書」と
いう。）を策定します。策定にあたっては「２．手続き方法」を参照してください。 

 
 申請書の申請 
・申請書を提出する場合は、記載の不備等を確認するとともに、計画に記載するデータ連携・利活用の
内容について事業所管省庁との関連を確認するため、申請書を提出する前の事前相談を推奨していま
す。事前相談は、申請書案を持って本社所在地を管轄する総合通信局または経済産業局に対面で行っ
てください。遠方などの理由により電話やメールでのやりとりを希望する場合も、その旨事前に本社
所在地を管轄する総合通信局または経済産業局へ相談してください。なお、事前相談を経ずに申請書
をご提出することも可能ですが、記載事項等の不備によって差し戻し等が発生する可能性があります
ので、可能な限り事前相談を受けられることをお勧めします。 

・事前相談を行った総合通信局及び経済産業局の両局宛に申請書を提出します（事前相談はどちらか一
方の局）。加えて、事前相談時に必要があると判断された場合は事業所管省庁宛にも申請書を提出し
ます。 
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 計画の認定 
・申請された計画が認定の要件を満たすと判断された場合、申請を行った総合通信局、経済産業局、事
業所管省庁（申請した場合のみ）から認定書がそれぞれ交付されます。但し、事前相談を行った申請
であっても、認定を行う省庁間の調整や認定書の発行手続きにより、申請から認定までは最長３０日
程度かかりますのでご了承ください（個人情報保護委員会への協議期間は除く。）。 

・正式申請をしていただいた時点で設備取得までの期間が短い場合には、認定書の発行が設備の取得ま
でに間に合わない場合もありますので、余裕をもっての申請をお願いします。特に、個人情報保護委
員会への協議が必要となるケースにおいては、書面のみでのやりとりとなることから、抽象的な記載
や説明が不足している場合には確認のための時間を要します。そのため、具体的な説明・記載を心が
けていただくとともに、確認のための時間を見越した早期の申請をしていただくようお願いします。 

 
 革新的データ産業活用計画の開始、取組の実行 

   ・革新的データ産業活用促進のための取組を実行し、設備の導入および設備を事業の用に供していただ
いた上で、所轄の税務署にて税務申告を行ってください。 
※計画認定の前に取得等をした設備は税制適用の対象外となります。 
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２．手続き方法 

（１）申請書の策定 
  ①申請書様式類は以下の URL からダウンロードできます。 

総 務 省ＨＰ：http://www.soumu.go.jp/ict_seisan/index.html 
経済産業省ＨＰ：http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html 

 
②申請書の作成にあたっては「４．申請書の記載方法」をご覧ください。 
※申請書の記載例（本資料の「参考１」）も併せてご覧ください。 

 

【申請書作成上のポイント】 

★１ 本計画において、データの収集・連携・分析・指示の一連の方法が明確に記載されており、 
これによってどのような効果が見込まれるかが具体的であること。 

★２ 新たに投資する設備は、★１との関係が分かるように記載するとともに、 
各設備の機能などが具体的なものであること。 

★３ 生産性向上の目標として記載する労働生産性と投資利益率は、 
★１と関係する範囲で算出していること。 

 
 
（２）事前相談・申請 

以下の手続きに従って事前相談・申請を行ってください。 
 

①申請書（様式第１９）に必要事項をご記入いただき、必要書類（当該申請書の裏付けとなる資料、公表
用の計画概要資料）を添付の上、本手引きに記載のある本社所在地を管轄する総合通信局または経済産
業局に、申請書の内容が分かる方が申請書をご持参・ご説明（事前相談）いただき、申請書の記載の不
備等の確認及び事業所管省庁への申請の有無を確認してください。その上で、総合通信局及び経済産業
局の両局並びに事業所管省庁（業所管大臣への申請が必要な場合）宛に郵送または直接それぞれ提出し
てください。なお、事前相談を行った総合通信局または経済産業局の窓口にまとめて提出することも可
能です。 

 
【申請書類】 総合通信局・経済産業局・事業所管省庁 宛 
・申請書（様式第１９） 
・本申請の根拠となる資料 
・計画概要資料（事業者作成用）※本資料の内容は公表されます。 
・返信用封筒 ※レターパックなど到着確認のできるものを推奨 
（A４の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手（申請書類と同程度の重量の
ものが返送可能な金額）を貼付。） 
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   申請書類のうち「本申請の根拠となる資料」は、事業計画に記載された設備の導入が社内の稟議書等に

基づいたもの（関係者の意思統一がなされ、実施が確実なもの）であるか、労働生産性や投資利益率算
定の根拠として適切であるか等を確認するために求めるものです。 

 
②申請書を提出してから、通常３０日程度（個人情報保護委員会への協議が必要な案件を除く。）で、①
の申請書、添付書類に基づき、申請された計画が認定の要件を満たすと判断された場合に、認定書（様
式第２０）を申請書の写しと併せてそれぞれ交付されます。 

 
（３）個人情報保護委員会への協議 

申請計画で用いられるデータに個人情報が含まれる場合であって、下記のいずれかに該当する場合は、個
人情報保護委員会への協議が必要です。 

 
①保有個人データに該当するデータを用いる場合 
②個人データに該当するデータを第三者に提供する場合（委託、事業承継に伴う提供、共同利用に当たる
場合を除く。） 

 
この協議は、個人情報保護法およびガイドライン等に照らし、データ利活用の取組において個人情報が適
正に取扱われている旨を確認することを目的とします。 
 
委員会との協議は、事前相談と平行して総務省もしくは経済産業省が行います。協議の結果により、申請
書の修正や事実確認、根拠となる資料の提出が必要になる場合があります。 
スムーズな協議の進行のため、以下の点にご協力ください。 
 
①あらかじめ下記の点に留意して申請書を作成してください。 
具体的な記載例は、本手引の記載例およびチェックリスト（参考資料１）を参照してください。 

・計画内で用いられる個人情報の種類、項目を網羅してください。 
・個人情報の取得や利用目的の通知、法人間の個人データ移動などが、ガイドライン等に照合して適切な
方法で行われていることがわかるように記述してください。 

・根拠となる資料として個人情報の取扱を定める規程や契約（社規やプライバシーポリシー等）を確認す
る場合がありますので、あらかじめ準備してください。 

   
②あらかじめ「個人データ データフロー図（参考資料２）」を作成してください。 
 計画における法人間のデータ移動の流れを把握することで、協議を短縮することを目的としています。 
 事前相談の際に窓口となる総合通信局・経済産業局へ提出してください。 
 
※個人情報保護法およびガイドライン等に照らした上で、個別の事例において判断に迷われる場合は、個
人情報保護法相談ダイヤル（０３－６３５７－９８４９）へお問い合わせください。  
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（４）変更申請 
  ・事業者は、当該認定を受けた申請書の内容を変更しようとするとき（設備の追加取得等）は、主務大臣

の変更認定を受けなければなりません。 
  ・具体的には、認定を受けた申請書に記載のデータ連携・利活用に関する内容の変更、実施するために必

要な新たに取得する設備の変更、設備投資金額が 5,000万円を下回る場合の金額変更等は軽微な変更に
は該当しませんので、必ず変更申請を行ってください。 

  ・一方で、事業者の代表者の交代や本社の住所変更等、法２２条第４項の認定基準に照らし、認定を受け
た申請書の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。 

  ・軽微な変更に該当するかについては、事前相談を行った総合通信局または経済産業局にご確認ください。 
 
【申請書類】 総合通信局・経済産業局・事業所管省庁 宛 
・変更申請書（様式第２３） 
・認定書の写し（申請書の写し） 
・本申請の根拠となる資料   
・変更計画概要資料（事業者作成用）※本資料の内容は公表されます。 
・返信用封筒 ※レターパックなど到着確認のできるものを推奨 
（A４の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手（申請書類と同程度の重量の
ものが返送可能な金額）を貼付。） 

 
（５）実施状況報告 

・認定書の交付を受けた事業者は、計画実施期間において各企業の事業年度終了後３ヶ月以内に、実施状
況の報告（様式第４５）を、事前相談を行った総合通信局または経済産業局に提出してください。 
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⑥データを直接活用する事業の業種 
 ・データ活用に係る主な事業の業種を、日本標準産業分類の中分類から選択し、その名称及びその番号

を記載してください。 
  ※ただし、392情報処理・提供サービス業の場合は、小分類まで含めて特定して記載してください。 
 
⑦データの活用による生産、販売その他事業活動の変化 
 ・今回のデータ活用により、これまでにできなかったものであって新たにどのような生産、販売その他

事業活動の方法や取組が行えることとなるかを記載してください。 
 
⑧実施時期 
 ・革新的データ産業活用の実施を予定している時期を５年以内で記載してください。 

※投資期間とは、設備取得から事業の用に供すまでの期間のことを指します。 
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 セキュリティ上の脅威の変化により必要なセキュリティ対策が新たに発
生した場合、当該データ連携基盤を利用するすべての企業・部門におい
て、速やかにその適用を行うことについての合意が取れている。 
（連携先がない場合） 
 データ連携・利活用は自部門内で完結しており、他部門・他社へのデー
タ提供は行われておらず、該当なし。 

⑦ 

データ連携を行うシス
テムにおいて、定期的に
既知の脆弱性がないこ
とを確認し、必要に応じ
て対処するための仕組
みを記載 

 当該データ連携基盤で使用するハードウェア、ソフトウェアは、導入時
及び定期的に脆弱性診断を受けている、又は受けることになっている。 
 使用するハードウェア、ソフトウェアに対してベンダーや第三者から脆
弱性の報告があった場合には、当該データ連携システムへの影響を検討
し、修正を行うことができる体制を構築している。 
 脆弱性診断サービスを利用する場合、経済産業省が定める「情報セキュ
リティサービス基準」及び当該基準を満たすと認められた企業を記載し
た「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」に記載がある
サービスを利用している。 
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⑦ 

 ①で分類したデータの種類ごとに、会員登録時に顧客が自ら記載、カメラでの撮像等のデータ
の取得手法を記載してください。 
 提供元からのデータの取得に際して個人情報の利用目的の通知、公表又は明示をどのように行
っているのか記載してください。（契約時に利用目的を明示、WEB 上で利用目的を公表等） 
＜記載例＞ 
「顧客自身がサービス利用契約書面に記入し、あるいは申込サイト上で入力したものを取得する。
利用目的は契約書面に記載あるいは申込サイトに表示することで明示するほか、自社 HP 上のプ
ライバシーポリシー（https://…）で公表している。」 

⑧ 

 ①で分類したデータの種類ごとに、匿名加工情報の作成を行うか否か、その方法として、委託
事業者の活用の有無、体制の概要等を記載してください。 
＜記載例＞ 
「匿名加工情報の作成を行う。実施の際は、委員会規則で定める基準に従った安全管理措置を講
じた上で、委員会規則で定める基準に従った匿名加工を行う。」 

⑨ 

 ①で分類したデータの種類ごとに、個人情報保護法における第三者提供に該当する場合（注
１）には、第三者提供を行う個人データ・匿名加工情報の項目、提供の方法、利用目的等の概
要を記載してください。 
※個人情報保護法第２３条第５項各号に規定する方法による場合にあっては、その旨、具体的方
法等を明記してください。 
 提供先の「範囲」が分かるように記載してください。 
※下記に記載した個人情報保護法第２３条第２項に規定する方法による場合にあっては、その
旨、具体的方法及び個人情報保護委員会への届出の有無・時期等を明記してください。 

＜記載例＞ 
「グループの共通基幹システムを介して国内グループ会社へ共同利用により提供する。共同利用
の範囲、利用目的等はあらかじめ自社プライバシーポリシーをホームページで公表しているほか、
グループの個人情報取扱規程を定め、適切な取扱い及び責任の所在を明確にしている。」 

⑩ 

 ①で分類したデータの種類ごとに、個人情報保護法における第三者提供に該当する場合（注
１）には、第三者提供を受ける個人データ・匿名加工情報の項目、提供の方法、利用目的等の
概要を記載してください。 
※個人情報保護法第２３条第５項各号に規定する方法による場合にあっては、その旨、具体的方
法等を明記してください。 
＜記載例＞ 
「本人の同意に基づき、〇〇社から API 連携により委託として提供を受ける。」 
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⑪ 

 ①で分類したデータの種類ごとに、どういった国・地域の第三者から提供を受けるか、個人デ
ータの項目、提供の方法、利用目的等の概要を記載してください。 
※個人情報保護法第２３条第５項各号に規定する方法による場合にあっては、その旨、具体的方
法等を明記してください。 
＜記載例＞ 
「本人の同意に基づき、〇〇国の〇〇社から API連携により委託として提供を受ける。」 

⑫ 

 ①で分類したデータの種類ごとに、Ｐ２１に記載した個人情報保護法第２４条における外国に
ある第三者への提供に該当する場合には、どういった国・地域の第三者に提供するか、個人デ
ータの項目、提供の方法、利用目的等の概要を記載してください。 
※個人情報保護法第２３条第５項各号に規定する方法による場合にあっては、その旨、具体的方
法等を明記してください。 
＜記載例＞ 
「グループの共通基幹システムを介して国内外のグループ各社へ共同利用（法第 23条第 5項）に
より提供する。提供に当たってはグループの個人情報取扱規程を定めており、個人情報の保護に
関する法律第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措置の実施を担保している。」 

⑬ 

 事故発生時の手順等に係る社内規程の有無、委託先との契約における個人データの取扱いに関
する規定の有無、第三者認証（ＰマークやＩＳＭＳ等）を得ている場合はその旨を記載してく
ださい。 
＜記載例＞ 
「業務における個人情報の取扱、漏洩時の対処手順、罰則等を個人情報取扱規程として定めてい
るほか、委託先である株式会社〇〇との委託契約において、個人情報の利用範囲、取扱方法等を
定めている。また、Pマーク及び ISMS認証を取得している。」 

⑭ 

 個人データの安全管理が図られるよう、どのような教育・啓発を行っているのか、違反行為を
行った従業者に対して、どのような措置を講ずるか記載してください。 
 ①で分類したデータ種類ごとに部署が異なる場合は、それぞれ記載してください。 
＜記載例＞ 
「個人データの取扱いに関する留意事項について、全従業者に定期的な研修を行っているほか、
個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則および個人情報取扱規程に定めてい
る。」 

⑮ 
 部署名・連絡先を記載してください。 
 ①で分類したデータ種類ごとに部署が異なる場合は、それぞれ記載してください。 
※責任の所在を明確にする観点から、原則一部署を記載してください。 

⑯  ①で分類したデータの種類ごとに、年間での取扱い想定件数を記載してください。 
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（注１）次の①から③までの場合については、下記に記載した個人情報保護法第 23 条第 5 項に基づき、
個人データの提供先（本計画の申請者から見た提供先）は第三者には該当せず、当該提供は、個
人情報保護法における個人データの第三者提供には該当しません。 

 
①委託（法第 23条第 5項第 1号関係） 
  利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報取扱事業者（本計画の申請者）から提供先に対し
て、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供さ
れる場合は、当該提供先は第三者に該当しません。 
※「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生
した場合等の対応について」に関するＱ＆ＡにおけるＱ５－３３（第三者に該当しない場合）もご参
照ください。 

 
②事業の承継（法第 23条第 5項第 2号関係） 
  個人情報取扱事業者（本計画の申請者）から提供先に対して、合併、分社化、事業譲渡等により事業
が承継されることに伴い、当該事業に係る個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当
しません。 

 
③共同利用（法第 23条第 5項第 3号関係） 
  特定の者との間で共同して利用される個人データを当該特定の者に提供する場合であって、共同利
用をする旨、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目
的、当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を、提供に当たりあらかじめ本人に
通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときには、当該提供先は、本人から見て、当該個
人データを当初提供した事業者と一体のものとして取り扱われることに合理性があると考えられるこ
とから、第三者に該当しません。 

 
詳細については、個人情報保護法及び関係ガイドライン等をご参照ください。 
また、同法の解釈に迷いが生じる場合には、「個人情報保護法相談ダイヤル」電話：03-6357-9849、受付
時間 9:30～17:30（土日祝日及び年末年始を除く）にお問合せください。 
個人情報保護法相談ダイヤル URL：https://www.ppc.go.jp/application/pipldial/ 
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＜参 考＞ 

●個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法） 
（第三者提供の制限） 
第２３条第２項 
 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除く。以下この項にお
いて同じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停
止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めると
ころにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報
保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することが
できる。 
一 第三者への提供を利用目的とすること。 
二 第三者に提供される個人データの項目 
三 第三者への提供の方法 
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 
五 本人の求めを受け付ける方法 

 
第２３条第５項 
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、

第三者に該当しないものとする。 
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は 

一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 
二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、

その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者
の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あら
かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

 
（外国にある第三者への提供の制限） 
第２４条 
 個人情報取扱事業者は、外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）（個人の権利利
益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している
外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。）にある第三者
（個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている
措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準
に適合する体制を整備している者を除く。以下この条において同じ。）に個人データを提供する場合
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には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の
本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。 

 
●個人情報保護法施行令 
第２条 
 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等（本人の
病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）とする。 
一 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報保護委員会規則で定める

心身の機能の障害があること。 
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号において「医師等」という。）

により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査（同号において「健康診
断等」という。）の結果 

三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医
師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。 

四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関
する手続が行われたこと。 

五 本人を少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第三条第一項に規定する少年又はその疑いのあ
る者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われ
たこと。 
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参考１．各種様式の記載例 

（１）申請書（様式第１９「５_革新的データ産業活用の内容・実施時期」）記載例 
【類型１】（他社及び個人から得たデータを利活用する場合） 

① データの収集及び活用
の類型 

【類型１】 
他の法人若しくは個人が収集若しくは保有するデータを既存の内部デー

タと合わせて連携し、利活用すること 

② 
連携させるデータの 
内容、類型該当性に関

する補足説明 

【収集する他の法人若しくは個人が収集若しくは保有するデータの内容】 
顧客が登録する商品注文データ 

【連携する内部データの内容】 
既存の○○製品の生産データ（過去の生産実績データや在庫データ）と連

動させる。 

③ データの収集方法 

【継続的かつ自動的にデータを収集する方法】 
顧客からの商品注文データを、○○デバイスにより継続的かつ自動的に収

集し、データの連携と分析を行う○○システムへ情報を受け渡す。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○デバイス、○○システム（ソフトウェア名） 

④ データの連携方法 

【継続的にデータを連携及び分析する方法】 
生産装置は、過去の生産実績データを踏まえた生産計画に従って稼動する

が、これとともに、○○デバイスから得られた商品注文データや△△システ
ムの在庫データを、生産実績データとともに○○システムで組み合わせる。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○（生産装置名）、△△システム（ソフトウェア名）、○○システム 

⑤ 

データの活用方法 
（データを整理し、他
の事業者に提供する場
合にあっては、それら
の方法を含む。） 

【分析したデータの生産活動への継続的な指示の方法】 
上記データを組み合わせた○○システムで分析を行うことで、いつ時点で

何の製品がどの程度必要になるかを予測することができる。この結果を踏ま
え、○○システムが各製品の生産計画を最適化し、最適化が行われる度に継
続的に生産装置に指示を出す。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○システム 

⑥ 
データを直接活用する

事業の業種 54 機械器具卸売業 

⑦ 
データの活用による 
生産、販売その他事業

活動の変化 

これまでは急な注文増加があった場合に欠品を起こしてしまい、販売機会
を逸したり、あるいはそういった欠品を生じさせないために過剰在庫を発生
させて無駄なコストを発生させてしまったりしていた。今回の計画を実施す
ることで、それらの欠品や無駄な生産を抑制し、生産効率化を行う。 

⑧ 実施時期 2018年 10月～12月（生産性目標算出期間：2019 年度～2021 年度） 
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【類型２】（センサーデータ等を利活用する場合） 

① データの収集及び活用
の類型 

【類型２】 
自らセンサー等を利用して新たに取得するデータを既存の内部データと

合わせて連携させ、利活用すること 

② 
連携させるデータの 
内容、類型該当性に関

する補足説明 

【センサー等を利用して新たに収集するデータの内容】 
生産ライン内の製品の品種情報（○○情報、○○情報）を収集する。 

【連携する内部データの内容】 
既存の○○製品の生産計画数と連動させる。 

③ データの収集方法 

【継続的かつ自動的にデータを収集する方法】 
生産ラインにおける品種情報を、○○センサーより継続的かつ自動的に

検知し、○○サーバへ情報を受け渡す。○○サーバにおける○○ソフトウ
ェアにより生産ライン内における各生産工程の進捗状況を判別し、別製品
を製造する指示を出すことで生産に関わる切り替え工程を効率化する。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○センサー、○○サーバ、○○（ソフトウェア名） 

④ データの連携方法 

【継続的にデータを連携及び分析する方法】 
○○ソフトウェアに生産台数情報等の生産計画を入力し、生産装置は○

○ソフトウェアに入力された情報に従って稼動するが、これとともに、生
産ラインにおける○○センサーの検知情報を組み合わせることで、未完成
品を含めた生産計画に対する生産状況の把握が可能となる。完成品および
未完成品の合計が、当初の生産計画数に達した際に、必要量の生産が終わ
ると判断し、自動的に次の生産が計画されている品種の生産を始める切り
替えを行う。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○（ソフトウェア名）、○○（生産装置名）、○○センサー 

⑤ 

データの活用方法 
（データを整理し、他
の事業者に提供する場
合にあっては、それら
の方法を含む。） 

【分析したデータの生産活動への継続的な指示の方法】 
生産計画の入力により生産ラインが自動的に必要量を生産するための装

置設定に切り替わり、必要量を生産した場合は次の生産計画に入っている
品種設定に自動的に切り替わる。これにより、生産品種を変更する際に生
産ライン内で〇〇が発生した場合でも○○ソフトウェアが○○センサーに
より判別することで、指示をした製品が完成する。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○（ソフトウェア名）、○○センサー、○○（生産装置名） 

⑥ 
データを直接活用する

事業の業種 27 業務用機械器具製造業 

⑦ 
データの活用による 
生産、販売その他事業

活動の変化 

同一生産ラインにおいて、複数の品種を生産しているが、従来は生産ラ
イン内において○○であったため、○○を行うなど、人手による生産品種
の切り替えを行っていた。生産ライン内の○○情報を取得し、〇〇情報と
連携することで、製品の作り分けの切り替えを自動で行うことが可能とな
り、生産品種を変更する際の生産ロス時間が削減され、生産ラインの生産
可能時間が増加する。 

⑧ 実施時期 2018年 10月～12月（生産性目標算出期間：2019 年度～2021 年度） 
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【類型３】（事業所間・グループ企業間で重要データを利活用する場合） 

① 
データの収集及び活用

の類型 

【類型３】 
同一の企業グループに属する異なる法人間又は同一の法人の異なる事業所

間において、漏えい又は毀損をした場合に競争力上不利益が生ずるおそれの
あるデータを、外部ネットワークを通じて連携し、利活用すること 

② 
連携させるデータの 
内容、類型該当性に関

する補足説明 

【連携する法人又は事業所の名称】 
本社と各営業所（関東営業所、関西営業所）及び中部製造所 

【連携するデータの内容、そのうち漏えい又は毀損した場合に競争力上不利
益が生ずるおそれのあるデータ】 
 各営業所が有する各製品の受注状況データ 
【当該データが漏えい又は毀損した場合に生ずるおそれのある不利益の内容】 
各営業所の受注情報が同業他社に漏洩することによって他社に案件を奪わ

れることに繋がるなどして自社の競争力低下を招き得る。 

③ データの収集方法 

【継続的かつ自動的にデータを収集する方法】 
新たに本社に導入する○○システムにより、各営業所のシステムから各営業

所の受注に関するデータを、インターネット（外部ネットワーク）を通じて定
期的に吸い上げることにより、収集を行う。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○システム（ソフトウェア名） 

④ データの連携方法 

【継続的にデータを連携及び分析する方法】 
○○システムに各営業所のデータが集約される際に、データ形式がバラバラ

な各営業所のデータを整理し、それらのデータを同一の形式に変換し連携し
たのち、どの営業所でどの製品についてどれだけの数量が必要とされている
かの分析を行う。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○システム（ソフトウェア名） 

⑤ 

データの活用方法 
（データを整理し、他
の事業者に提供する場
合にあっては、それら
の方法を含む。） 

【分析したデータの生産活動への継続的な指示の方法】 
○○システムが分析されたデータを基に、中部製造所の△△システムに対し

て各製品の生産量を調整する指示を定期的に行なうとともに、各営業所の納
期の状況を考慮した配送計画を指示する。 
【利用機器・ソフトウェア】 
○○システム（ソフトウェア名）、△△システム（ソフトウェア名） 

⑥ 
データを直接活用する

事業の業種 54 機械器具卸売業 

⑦ 
データの活用による 
生産、販売その他事業

活動の変化 

これまでは関東営業所と関西営業所の中間地点にある中部製造所は関東営
業所で受注を受けた製品を主に生産しており、関東営業所の受注がない間に
関西営業所の受注分を生産していたため、効率的な稼働ができていなかった。
両営業所の受注データがほぼリアルタイムに連携されることによって、生産
のロスをなくし、効率的な生産が行える。 

⑧ 実施時期 2018年 10月～12月（生産性目標算出期間：2019 年度～2021 年度） 
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（２）計画概要資料（事業者作成用）記載例 
 

  事業者作成用 

認定革新的データ産業活用計画の概要 
 
  １．認定革新的データ産業活用事業者の名称 
     株式会社コネイン 
 
  ２．認定革新的データ産業活用計画の概要 

（例１） 各生産ラインの設備がネットワークに繋がり、受注データと製造データを連携・分
析し、生産効率を最適化することで、新たに多品種少量生産を実現。顧客からの注文
データが入力されると、ネットワークで接続された各生産ラインが各製品について必
要な組み立て方法や作業工程を識別し、●種類の製品の作り分けを自動最適化。少量
発注の大量生産が可能となることで、生産性を最大●％向上。 

（例２） ▲の製造工程において、顧客からの発注内容や、各部品のデータ、部品の組立工程
等の各種データを一体的に連携させ、組立工程を自動的に最適化するシステムを導
入。▲種類以上にわたる多品種の▲の生産を効率化。ホームページから顧客の発注を
受けると、必要な部品や、組み立て工程が自動的に整理されて、各種装置・作業員に
対して的確な指示がなされるため、複雑な作業を要する▲でも短時間での製造が可能
となり、平均して▲週間程度必要だった納期が〇時間程度に短縮。 

（例３） カメラやセンサー等により得られた■の素材・形状のデータを分析し、危険物を自
動的に排除するロボットハンドを制御するＡＩを導入。これにより、人の手を使わず
に危険物が自動的に分別されるため、作業員を危険作業から解放（作業人員数約■％
削減）するとともに、処理量を約■倍に向上させることを実現。また、廃棄物に関す
るこれらのデータをＡＩが学習するため、データの蓄積に伴い、危険物分別の速度と
精度が更に向上していく見込み。 

（例４） 国内全生産拠点のシステム統合より、データの一元化を実現し、ＩｏＴ、ビッグデ
ータ分析などの技術を効果的に活用できるデータ連携基盤を構築。生産拠点間のデー
タ連携により、予防保全の高度化等を進めることで、生産コストの★％の削減、★週
間の納期短縮、★などの品質向上を実現した。 

（例５） ホールディングス会社制移行に伴い、不効率に各社分散していた全ての ITリソース
を集約し、データ連携基盤を構築。これにより、グループ経営の見える化（経営判断
の高度化）、生産・販売プロセス等の全体最適化、グローバル対応を実現。これらの取
組により、◆年間で計◆億円の収支改善見込み。また、当該基盤を活用し、量販店の
ＰＯＳデータをＡＩ分析することで高度需要予測を実施。社内の生産や出荷調整を最
適化することで、量販チェーンの売上効率を最大化。 

 



 
 
 
 
 

（３）実施状況報告（様式第４５）記載例 
  
１．革新的データ産業活用計画の目標の達成状況 
（１）革新的データ産業活用計画の目標の達成状況（平成３０年度末） 

平成３０年１０月～１２月にかけて各種設備を取得し、１２月に事業を開始した。平成 30
年度末時点において、○○と比較して生産ロス時間の○％が削減され、生産ラインの生産可能
時間が○％増加した。 

 
 （２）生産性の向上を示す数値の達成状況（認定計画に記載した数値） 
  （例１）投資期間中または事業の用に供した年度のため、生産性目標算出期間に該当しない。 
  （例２）【労働生産性】伸び率の年平均の○年間の平均値：○％ 

（平成○年度：年間生産台数：○万台、営業利益：○億円） 
      【投資利益率】○年間の平均値：○％ 

（営業利益：○億円、減価償却費：○億円、合計：○億円） 
 
２．実施した革新的データ産業活用計画の内容 
別表 実施した革新的データ産業活用計画の内容及び適用を受けた支援措置の内容 
区  分  計     画 実    績 
実施内容等 （１）独立行政法人中小企業基盤整備

機構による債務保証 
 
（２）特定革新的データ産業活用の実

施の予定 
 
（３）課税の特例 
 本計画における設備毎の投資額 
  ソフトウェア：○千円 
  器具備品  ：○千円 
  機械装置  ：○千円 
 

（１）該当なし 
 
 
（２）該当なし 
※該当ありの場合は実施状況を記載 

 
（３）該当あり 
・特別償却を適用した投資額 

  ソフトウェア：○千円 
  器具備品  ：○千円 
  機械装置  ：○千円 
 
 ・税額控除３％を適用した投資額 
  ソフトウェア：○千円 
  器具備品  ：○千円 
  機械装置  ：○千円 
 
・税額控除５％を適用した投資額 

  ソフトウェア：○千円 
  器具備品  ：○千円 
  機械装置  ：○千円 
 

 
















